
◇越前町 構造改革特別区域計画変更認定申請  新旧対照表  

下線で示すように変更する。  

（１）構造改革特別区域計画（本体） 

変更前 変更後 
１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

  福井県丹生郡越前町 

 

２ 構造改革特別区域の名称 

  越前町すくすく給食特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

  福井県丹生郡越前町の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

越前町は、福井県嶺北地方の西端に位置し、東西１７．９ｋｍ、南北１

７．３ｋｍ、面積は１５２．９１ｋ㎡で、西は日本海に面し、東は鯖江市、

南は越前市、南越前町、北は福井市にそれぞれ接している。 

町の大半は丹生山地に属し、全体的に標高が高く、沿岸部から北部にか

けて５００ｍ級の山々が連なっている。このため林野率は７４．７％と高

く、農用地は東部に広がる越前平野と中央部の織田盆地、宮崎盆地に平地

を残す以外は、中山間地に点在し、その割合は９．５％と低くなっている。 

  江戸時代には天領、福井藩、大野藩に属し、その後、明治から昭和の大合

併を経て朝日町・宮崎村・越前町・織田町となり平成１７年２月１日に４町

村が合併し、現在の町域となった。 

  本町の人口は、現在２４，６１６人（Ｈ２０．４）であり、平成１２年ま

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

  福井県丹生郡越前町 

 

２ 構造改革特別区域の名称 

  越前町すくすく給食特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

  福井県丹生郡越前町の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

越前町は、福井県嶺北地方の西端に位置し、東西１７．９ｋｍ、南北１

７．３ｋｍ、面積は１５２．９７ｋ㎡で、西は日本海に面し、東は鯖江市、

南は越前市、南越前町、北は福井市にそれぞれ接している。 

町の大半は丹生山地に属し、全体的に標高が高く、沿岸部から北部にか

けて５００ｍ級の山々が連なっている。このため林野率は７４．３％と高

く、農用地は東部に広がる越前平野と中央部の織田盆地、宮崎盆地に平地

を残す以外は、中山間地に点在し、その割合は９．３％と低くなっている。 

  江戸時代には天領、福井藩、大野藩に属し、その後、明治から昭和の大合

併を経て朝日町・宮崎村・越前町・織田町となり平成１７年２月１日に４

町村が合併し、現在の町域となった。 

  本町の人口は、現在１９，７８６人（令和６年１２月現在）であり、減少



では緩やかな減少傾向で推移していたが、近年、減少傾向が顕著になってい

る。世帯人員は３．６０人／世帯と県平均（３．０５人／世帯）を上回り、

農山漁村集落を中心とした多世代家族が多いものの、近年、核家族化が進行

している。全国動向と同様に、少子・高齢化が進行し、昨年の出生数は１６

１人で減少傾向にあり、６５歳以上の高齢者は６，３４８人と増加傾向にあ

る。 

  また、本町には共働き世帯が比較的多いことから、親が安心して就労する

ことができる子育て・保育環境づくりが非常に重要である。 

  そこで、平成１８年１０月に街づくりの最上位計画である第一次越前町

総合振興計画（平成１８年度から２７年度）を策定し、リーディングプロジ

ェクトの一つとして「未来の担い手育成プロジェクト」を位置づけ、多様な

ニーズに対応した保育サービスの充実、病児・病後児保育の推進などさまざ

まな子育て支援施策の推進を図っている。 

  町内には公立保育所が９ヶ所、私立保育園が５ヶ所あり、平成２０年４月

現在で８３３人の児童が入所・入園しているが、公立保育所においては定員

５９５人に対し、入所数が４６１人（入所率７７．４％）と大幅に定員を割

り込んでいる。 

  今後、施設の老朽化からくる維持費の増大、少子化の進行による児童数の

減少、施設の効率的運営の観点から、施設の統廃合による職員の適正配置等

を計画的に進めていく必要に迫られている。 

 

 

 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

  近年の少子化や核家族化に伴い、保育所入所者は減少傾向にあるが、女性

の社会進出など子どもを取り巻く環境が変化する中、多様なニーズに対応

傾向が続いているが、近年では一部地域で若い世帯の転入が増加し、減少

率は小さくなっている。前回申請時は、世帯人員は３．６０人／世帯と県平

均（３．０５人／世帯）を上回っていたが、現在は２．７２人／世帯となっ

ており、核家族化が進行している。全国動向と同様に、少子・高齢化が進行

し、昨年の出生数は１０３人で減少傾向にあり、６５歳以上の高齢者は７，

０８５人と増加傾向にある。 

また、本町には共働き世帯が比較的多いことから、親が安心して就労す

ることができる子育て・保育環境づくりが非常に重要である。 

  そこで、子どもの健やかな育ちと子育てを社会全体で支援する環境を整

備することを目的として、平成２７年３月に「越前町子ども・子育て支援事

業計画」を策定した。社会情勢の変化や、子育て家庭の多様なニーズに対応

した保育サービスの充実を図るため、現在、第３期事業計画を策定中であ

る。 

町内には公立保育所が４ヶ所、公設民営方式の公立保育所が３ヶ所、私

立認定こども園が５ヶ所あり、令和６年１２月現在で６８４人の児童が入

所・入園しているが、公立保育所（公設民営方式含む）においては定員５２

５人に対し、入所数が４２２人（入所率８０．４％）と大幅に定員を割り込

んでいる。 

施設の老朽化からくる維持費の増大、少子化の進行による児童数の減

少、施設の効率的運営の観点から、施設の統廃合による職員の適正配置等

を計画的に進め、令和７年度より公立保育所１ヶ所を統合により閉所、公

設民営方式の公立保育所２ヶ所を私立保育所・私立認定こども園に移行す

ることが決定している。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

少子化や婚姻率の低下に伴い、保育所入所者は減少傾向にあるが、女性

の社会進出など子どもを取り巻く環境が変化する中、多様なニーズに対応



できる保育サービスの提供、充実した保育環境の整備が必要であり、また、

保護者が安心して就労できることは地域や社会の活性化に結びつく。 

今回、特例措置「公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業」を

活用し、朝日地区の朝日学校給食センターから朝日中央保育所へ給食の外

部搬入を行い、また、宮崎地区の宮崎学校給食センターから宮崎中央保育

所、小曽原保育所、陶の谷保育所へ給食の外部搬入を行うことで、食材の一

元購入や調理員の適正配置などが可能となり、調理業務の効率化・合理化

を進め経費節減を図ることができる。 

学校給食と同様の給食を提供することにより、効率的に給食の内容の充

実が図れるだけでなく、保育所、小・中学校を通して一貫した食育が可能に

なる。また、学校給食は地元産食材を積極的に取り入れていることから、保

育所においても地産地消が推進され、地元生産者の活動や地域農業の活性

化を図ることができる。 

 

 

 

 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

「越前がに」の水揚げをはじめとする県内一の漁業基地を有する環境を

活かし、地元食材を積極的に取り入れ地産地消を推進することで、地域の

活性化を図るとともに、生産者の顔の見えるより安全で安心な食の提供を

行っていく。 

  また、学校給食センターと保育所の栄養士や調理員との間で、綿密な交流

と連携を図ることで食育に対する認識が統一され、就学前からの一貫した

食育を推進し、心身ともに健全で郷土愛を持った「越前っ子」を育成する。 

 

できる保育サービスの提供、充実した保育環境の整備が必要であり、また、

保護者が安心して就労できることは地域や社会の活性化に結びつく。 

本町は平成２１年１月より、特例措置「公立保育所における給食の外部

搬入方式の容認事業」を活用し、朝日地区・宮崎地区の各学校給食センター

から各地区内４保育所へ給食の外部搬入を行い、食材の一元購入や調理業

務の効率化・合理化を進めてきた。 

現在では、町内４ヶ所の学校給食センターを越前町学校給食センターに

統合し、更なる業務の集約化・経費の節減を図っている。 

引き続き、学校給食と同様の給食を提供することにより、効率的に給食

の内容の充実が図れるだけでなく、保育所、小・中学校を通して一貫した食

育が可能になる。また、学校給食は地元産食材を積極的に取り入れている

ことから、保育所においても地産地消が推進され、地元生産者の活動や地

域農業の活性化を図ることができる。 

こうした取り組みが、核家族化が進んでいる現代の家庭の養育機能の補

完にもつながると考える。 

 

 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

  「越前がに」の水揚げをはじめとする県内一の漁業基地を有する環境を活

かし、地元食材を積極的に取り入れ地産地消を推進することで、地域の活性

化を図るとともに、生産者の顔の見えるより安全で安心な食の提供を行っ

ていく。 

  また、学校給食センターと保育所の栄養士や調理員との間で、綿密な交

流と連携を図ることで食育に対する認識が統一され、就学前から地元の食

材に慣れ親しむ環境づくりを行うことにより、心身ともに健全で郷土愛を

持った「越前っ子」を育成する。 



７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的

効果 

学校給食センターからの給食外部搬入により、給食材料の一元購入や調

理設備の集中化、光熱水費の節減、調理員の人件費節減など、調理業務の管

理・運営の合理化や経費節減効果が期待でき、緊迫した財政の負担軽減に

貢献する。 

また、その節減された財源を一時保育、延長保育など保育サービスの拡

充にあてることにより、子育て支援の充実を図ることができる。 

さらに積極的に地元農産物を活用できることから、給食センターを中心

として地産地消のシステムが構築され、地域農林漁業の活性化に寄与する。 

 

８ 特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し、又はその実施を促進しようとする特

定事業に関連する事業、その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方

公共団体が必要と認める事項 

（１）食に関する学習の推進 

  ふれあい農園を活用した農業体験や漁業体験、調理実習などを通じて、

「育てる」「つくる」「食べる」までの一貫した食の体験学習を実施するこ

とで、食べ物に対する興味を持たせるとともに、食に関する「知識・伝統・

文化」の理解と「食＝いのち」であることに感謝の気持ちを持つことができ

るよう食の学習を進める。 

  また、給食食材の生産者との交流給食会を開催しコミュニケーションを

とることで、農林水産業従事者に対して感謝の気持ちを育み、地元を愛する

心を養う。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的

効果 

  学校給食センターからの給食外部搬入により、給食材料の一括購入や調

理設備の集中化、光熱水費の節減、調理員の人件費節減など、調理業務の管

理・運営の合理化や経費節減効果が期待でき、緊迫した財政の負担軽減に貢

献する。 

また、その節減された財源を一時保育、延長保育など保育サービスの拡

充にあてることにより、子育て支援の充実を図ることができる。 

さらに積極的に地元農産物を活用できることから、給食センターを中心

として地産地消のシステムが構築され、地域農林漁業の活性化に寄与する。 

 

８ 特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し、又はその実施を促進しようとする特

定事業に関連する事業、その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方

公共団体が必要と認める事項 

（１）食に関する学習の推進 

  ふれあい農園を活用した農業体験や漁業体験、調理実習などを通じて、

「育てる」「つくる」「食べる」までの一貫した食の体験学習を実施するこ

とで、食べ物に対する興味を持たせるとともに、食に関する「知識・伝統・

文化」の理解と「食＝いのち」であることに感謝の気持ちを持つことができ

るよう食の学習を進める。 

  また、給食食材の生産者との交流給食会を開催しコミュニケーションを

とることで、農林水産業従事者に対して感謝の気持ちを育み、地元を愛する

心を養う。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）地産地消の推進 

地産地消の推進は、地場の良質な食材を使った豊かな食生活を実現させ

るとともに、生産者と消費者の「顔が見え、話ができる」関係を構築し、相

互理解の促進、地域の農林水産業への理解、更には、輸送距離短縮等による

環境への負担軽減など、多くの効果が期待できる。 

また、地場産物を活用した学校給食統一メニューの充実、地場産学校給

食食材供給体制の確立を図ることで、食材が新鮮なうちに納品・使用する

ことができ、安定した需要が見込まれ、地元農林漁業者の所得向上に繋が

る。 

当町では、これらの効果と「身土不二」や「適地適作」の観点から、地産

地消の推進を図る。 

 

（３）子育て支援サービスの拡大 

給食の外部搬入により節減された財源を、一時保育や延長保育、病児・病

後児保育など保育サービスの拡充にあてることにより、子育て支援の充実

を図る。 

 

（２）地産地消の推進 

地産地消の推進は、地場の良質な食材を使った豊かな食生活を実現させ

るとともに、生産者と消費者の「顔が見え、話ができる」関係を構築し、相

互理解の促進、地域の農林水産業への理解、更には、輸送距離短縮等による

環境への負担軽減など、多くの効果が期待できる。 

また、地場産物を活用した学校給食統一メニューの充実、地場産学校給

食食材供給体制の確立を図ることで、食材が新鮮なうちに納品・使用する

ことができ、安定した需要が見込まれ、地元農林漁業者の所得向上に繋が

る。 

当町では、これらの効果と「身土不二」や「適地適作」の観点から、地産

地消の推進を図る。 

 

（３）子育て支援サービスの拡大 

給食の外部搬入により節減された財源を、一時保育や延長保育、病児・病

後児保育など保育サービスの拡充にあてることにより、子育て支援の充実

を図る。 

 



（２）構造改革特別区域計画（別紙） 

変更前 変更後 
１ 特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  越前町立朝日中央保育所、越前町立宮崎中央保育所、越前町立小曽原保育

所、越前町立陶の谷保育所（４ヶ所） 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

  構造改革特別区域計画の認定日 

 

４ 特定事業の内容 

越前町立朝日中央保育所の給食は、朝日学校給食センターにおいて調理

を行い、外部搬入方式として実施する。 

越前町立宮崎中央保育所、越前町立小曽原保育所、越前町立陶の谷保育

所の給食は、宮崎学校給食センターにおいて調理を行い、外部搬入方式と

して実施する。 

給食の配膳、必要に応じた加熱・保存、及びおやつの提供については各保

育所の調理室を使用する。 

各給食センターにおいて調理した給食は、専用の給食配送車により配送

を行い、調理後４０分以内に喫食する。温かい状態で提供される食品は専

用の保温食缶へ入れ、その他については洗浄消毒された容器に移し保冷し

た状態で、専用コンテナを利用し衛生面には十分配慮し配送する。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

（１）調理室として保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備を

１ 特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  越前町立宮崎中央保育所（１ヶ所） 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

  構造改革特別区域計画の認定日 

 

４ 特定事業の内容 

  越前町立宮崎中央保育所の給食は、越前町学校給食センターにおいて外

部搬入業者が調理を行い、外部搬入方式として実施する。 

給食の配膳、必要に応じた加熱・保存、及びおやつの提供については保育

所の調理室を使用する。 

給食センターにおいて調理した給食は、専用の給食配送車により配送を

行い、調理後４０分以内に喫食する。適温給食で、専用コンテナを利用し衛

生面には十分配慮し配送する。 

 

 

 
 
 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 

 （１）調理室として保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備を設



設けることについて 

朝日学校給食センターは1日２，０００食の給食を作る処理能力を備えて

おり、宮崎学校給食センターは1日当り１，０００食の処理能力を備えてい

る。現在作っている給食数はそれぞれ１，０４０食、４１０食であることか

ら、保育所の給食を十分賄うことができる。また、設備、人的環境の整った

調理場において集中調理することにより、調理の効率性が高まるとともに、

児童の発育に応じたきめ細かな調理業務を行うことができる。 

各保育所には、専用の調理室があり、加熱設備として電子レンジ、ガスコ

ンロ台、冷蔵庫、冷凍庫、配膳台等を備えているため、再加熱や冷蔵が可能

である。 

 

【搬入元】 

（朝日学校給食センターの概要） 

 

 

 

 

 

面積 ７９２㎡ 

職員配置数 学校栄養職員１名、調理員８名、運転手２名 

調理能力（１日） ２，０００食 

調理器具一覧 冷蔵庫、冷凍庫、連続炊飯機、連続洗米機、回転

釜、自動食器洗浄機、自動食缶洗浄機、食器食缶

消毒保管機、かくはん機（ミキサー）、野菜裁断

機、連続揚物機、真空冷却器、手指殺菌機 

けることについて 

越前町学校給食センターは1日当り最大２，５００食の処理能力を備えて

いる。現在の給食提供数は１，７２０食であることから、保育所の給食を十

分賄うことができる。また、設備、人的環境の整った調理場において集中調

理することにより、調理の効率性が高まるとともに、児童の発育に応じた

きめ細かな調理業務を行うことができる。 

保育所には、専用の調理室があり、加熱設備として電子レンジ、ガスコン

ロ台、冷蔵庫、冷凍庫、配膳台等を備えているため、再加熱や冷蔵が可能で

ある。 

 
 
【搬入元】 

（越前町学校給食センターの概要） 

面積 ５６３６．７７㎡ 

職員配置数 所長１名、次長１名、栄養教諭・栄養職員４名、 

調理員２２名（委託）、運転手８名（委託） 

調理能力（１日） ２，５００食 

調理器具一覧 冷蔵庫、冷凍庫、連続炊飯機、連続洗米機、回転

釜、自動食器洗浄機、自動食缶洗浄機、食器食缶消

毒保管機、かくはん機（ミキサー）、野菜裁断機、

連続揚物機、真空冷却器、手指殺菌機 

 

 
 
 
 



 

（宮崎学校給食センター） 

面積 ３６０㎡ 

職員配置数 学校栄養職員１名、調理員４名、運転手１名 

調理能力(１日) １，０００食 

調理器具一覧 冷蔵庫、冷凍庫、連続炊飯機、連続洗米機、 

回転釜、食器洗浄機、食器食缶消毒保管機、 

かくはん機（ミキサー）、フードカッター、 

焼物機、連続揚物機、真空冷却器 

 

【搬入先】 

（越前町立朝日中央保育所調理室の概要） 

面積 ４５㎡ 

職員配置数 調理員２名 

調理器具一覧 冷蔵庫、冷凍庫、炊飯機、ガスコンロ台、調理台、 

食器棚、電子レンジ 

 

（越前町立宮崎中央保育所調理室の概要） 

面積 ３８．７５㎡ 

職員配置数 栄養士１名、調理員３名 

調理器具一覧 冷蔵庫、冷凍庫、炊飯機、ガスコンロ台、調理台、

回転釜、食器乾燥機、電子レンジ、フライヤー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【搬入先】 

 

 

 

 

 

 

（越前町立宮崎中央保育所調理室の概要） 

 

 

 

 

 

面積 ３８．７５㎡ 

職員配置数 調理員２名 

調理器具一覧 冷蔵庫、冷凍庫、炊飯機、ガスコンロ台、調理台、 

回転釜、食器乾燥機、電子レンジ、流し台、食器棚 



 

（越前町立小曽原保育所調理室の概要） 

面積 １６．５４㎡ 

職員配置数 調理員補助１名 

調理器具一覧 冷蔵庫、冷凍庫、炊飯機、ガスコンロ台、調理台、 

食器乾燥機、電子レンジ 

 

（越前町立陶の谷保育所調理室の概要） 

面積 １９．８５㎡ 

職員配置数 調理員補助１名 

調理器具一覧 冷蔵庫、冷凍庫、炊飯機、ガスコンロ台、調理台、 

食器乾燥機、電子レンジ 

 

（２）児童の食事の内容、回数、時期に適切に応じることについて 

児童一人ひとりの年齢や発達段階に応じたきめ細やかな食事を提供す

る。離乳食、３歳未満児食、３歳以上の児童食に区分するとともに、健康状

態に応じた味付け・固さ・大きさを工夫する。食物アレルギー児について

は、保護者からの聞き取りを踏まえ、保護者、園医、施設長、保育士との協

議を行い適切な対応を行う。 

 

（３）外部搬入を行う場合の衛生基準の遵守について 

「構造改革特別区域における『公立保育所における給食の外部搬入方式

の容認事業』について（平成２０年４月１日付雇児発第０４０１００２号）」

の留意事項を遵守するとともに、社会福祉施設において外部搬入を行う場

合の衛生基準「保護施設等における調理業務の委託について（昭和６２年

３月９日社施第３８号）」において準拠されている「病院、診療所等の業務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童の食事の内容、回数、時期に適切に応じることについて 

児童一人ひとりの年齢や発達段階に応じたきめ細やかな食事を提供す

る。離乳食、３歳未満児食、３歳以上の児童食に区分するとともに、健康状

態に応じた味付け・固さ・大きさを工夫する。食物アレルギー児について

は、保護者からの聞き取りを踏まえ、「保育所アレルギーマニュアル」等を

活用し、保護者、園医、施設長、保育士との協議を行い適切な対応を行う。 

 

（３）外部搬入を行う場合の衛生基準の遵守について 

「構造改革特別区域における『公立保育所における給食の外部搬入方式

の容認事業』について（平成２０年４月１日付雇児発第０４０１００２号）」

の留意事項を遵守するとともに、社会福祉施設において外部搬入を行う場

合の衛生基準「保護施設等における調理業務の委託について（昭和６２年

３月９日付社施第３８号）」において準拠されている「病院、診療所等の業

務委託について（平成５年２月１５日付指第１４号）」の第４の２の規定及



委託について（平成５年２月１５日指第１４号）」の第４の２の規定及び

「保育所における調理業務の委託について（平成１０年２月１８日付児発

第８６号）」を遵守する。 

なお、特例措置による給食の外部搬入については、搬入元と搬入先との

間で委託契約の締結が求められているが、本町の場合は町立学校給食セン

ターから町立保育所への搬入であることから、町長と教育委員会の間で覚

書を締結する。 

 

 

 

（４）必要な栄養素量を給与すること、また、食を通じた子どもの健全育成

（食育）を図る観点から、食育プログラムに基づき食事を提供するよう努

めることについて 

学校給食栄養士と保育士との連携を密にし、児童福祉施設における、年

齢・性別栄養所要量を基に作られた「保育所における栄養給与目標算出例」

を参照して、郷土性、季節感を考慮した地場産食材を利用しながら地産地

消を推進する。 

 

６．給食配送スケジュール 

【朝日地区】 

調理開始  ＡＭ ８：１５ 

調理完了  ＡＭ１１：１５ 

配  送  ＡＭ１１：２５ 

給食開始  ＡＭ１１：４０ 

回  収  ＰＭ１３：３０ 

回収完了  ＰＭ１４：２０ 

 

び「保育所における調理業務の委託について（平成１０年２月１８日付児

発第８６号）」を遵守する。 

本町の学校給食センターの調理業務は、株式会社メフォスに平成３０年

１２月より業務委託している。株式会社メフォスは給食業務を専門に扱う

業者であるため、運営・調理・管理それぞれの専門的知識を持ったものが関

与しており、実績も十分である。 

  その上で、児童に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理

者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たしうるような体制及び調理

業務受託者との契約内容を確保する。 

 

（４）必要な栄養素量を供与すること、また、食を通じた子どもの健全育成

（食育）を図る観点から、食育プログラムに基づき食事を提供するよう努

めることについて 

  学校給食栄養士と保育士との連携を密にし、児童福祉施設における、年

齢・性別・栄養所要量を基に作られた「保育所における栄養給与目標算出

例」を参照して、郷土性、季節感を考慮した地場産食材を利用しながら地産

地消を推進する。 

 

６．給食配送スケジュール 

 

調理開始  ＡＭ ８：１５ 

調理完了  ＡＭ１０：３０ 

配  送  ＡＭ１０：５０（宮崎中央保育所） 

給食開始  ＡＭ１１：３０ 

回  収  ＰＭ１３：１０ 

回収完了  ＰＭ１３：３０ 

 



【宮崎地区】 

調理開始  ＡＭ ８：１５ 

調理完了  ＡＭ１１：１０ 

配  送  ＡＭ１１：２０（宮崎中央保育所） 

  ＡＭ１１：３０（小曽原保育所） 

  ＡＭ１１：４５（陶の谷保育所） 

給食開始  ＡＭ１１：５０ 

回  収  ＰＭ１３：３０ 

回収完了  ＰＭ１４：００ 
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